
富田労務管理事務所 

料金体系（PRICE LIST）  

 

就業規則・諸規程作成業務 ※税抜表示 

 

契約名 

 

就業規則・諸規程名 

スタンダード作成業務契約 

（およそ３ヵ月） 

スピード作成業務契約 

（およそ１ヵ月） 

就業規則 １５０，０００円 ２００，０００円 

パートタイマー等就業規則 １００，０００円 １５０，０００円 

嘱託社員就業規則 １００，０００円 １５０，０００円 

賃金規程・退職金規程 １００，０００円 １２０，０００円 

役員規程 

（その他役員に付随する規程） 
１５０，０００円 ２００，０００円 

安全衛生管理規程 ８０，０００円 １００，０００円 

育児介護休業規程 ８０，０００円 １００，０００円 

その他 諸規程 １００，０００円 ８０，０００円 

雇用契約書・業務委託契約書 

誓約書等 
 ３０，０００円 

 

 

 ●別途報酬 

  就業規則・諸規程変更の業務に対する報酬は、その都度協議して決定します。 

 

 ●源泉所得税 

  報酬総額の１０．２１％を源泉徴収し、貴社にて源泉所得税として納付をお願いいたします。 

 

 ●消費税 

  報酬総額の１０％を消費税として加算請求いたします。 

 

 

富田労務管理事務所 


